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田

吾
組
乞
一
一
一
階
悌
法

盤

義

遜

三
階
働
法
ご
は
三
階
数
叉
は
三
階
法
ご
も
い
ひ
、
陪
の
天
台
智
曲
、
（
k
p
H）

wωω
∞
1
8叶
）
ご
、
同
時
代
に
出
で
た
信
行

蹄
師
（
k
p

口、。ち

l
g吋
）
に
依
て
、
唱
へ
ら
れ
た
所
謂
末
法
偽
教
の
先
駆
で
あ
る
。
三
階
備
法
に
就
て
は
、
先
年
事
界

を
驚
歎
せ
し
め
た
、
矢
吹
博
士
の
「
三
階
敬
之
研
究
」
に
僚
組
な
く
遮
ぺ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
此
に
は
唯
今
の
「
五
口
組

ご
三
階
悌
法
」
を
述
ぷ
る
に
嘗
っ
て
、
必
要
な
る
三
階
殺
の
概
念
を
越
ぺ
て
、
進
ん
で
五
口
組
さ
の
関
係
に
及
び
た
い
。

信
行
の
侍
は
惰
の
費
長
房
（
0
3）
の
「
歴
代
三
賀
記
」
十
一
一
、
並
に
唐
の
道
官
宮
古
）
の
「
穂
高
借
傍
」
十
六
等
に
牧

め
ら
れ
、
近
〈
は
「
三
階
敬
之
研
究
」
の
最
初
に
、
「
教
組
信
行
暢
師
侍
」
並
に
「
信
行
碑
考
」
に
詳
で
あ
る
υ

信
行
は

貌
州
衛
闘
の
人
で
、
梁
の
大
同
六
年
（
定
。
）
を
以
て
生
れ
、
惰
の
開
皇
十
四
年
（
包
♂
正
月
四
日
五
十
五
歳
に
し
て
寂
し

た
G

末
法
偽
致
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
天
台
の
智
拐
、
荷
停
影
の
慧
遠
、
三
論
の
嘉
群
を
始
め
、
議
中
巌
の
社
順
、
浮
土
の



道
結
、
蹄
の
慧
可
等
執
れ
も
同
時
代
で
、
時
恰
も
支
那
悌
数
の
高
潮
時
代
に
属
し
に
。
且
つ
我
園
偽
数
傍
来
の
欽
明
帝

十
三
年
（

Eω
）
は
、
信
行
十
三
歳
の
時
で
め
っ
た
。

信
行
の
誕
生
は
、
そ
の
母
久
し
く
子
な
き
故
に
、
之
を
悌
に
祈
誓
し
、
そ
の
結
果
信
行
を
得
た
ど
侍
へ
る
。
「
績
高
借

侍
」
に
は
そ
の
幼
時
を
述
ぺ
て

性
殊
ニ
恒
雅
一
至
一
両
日
歳
－
、

因

悲

泣

不

ν

止
要
二
時
乃
離
一
：
・
：
：
・

路
見
一
一
牛
車
波
ν
泥

牽

引

、

生
知
一
卒
分
一
不
ν
蒜
ニ
愛
情
＼

標

接

清

敏

慌

慧

奇

抜

（
正
競

g
1
8
3

入
歳
既
臨
、

ご
い
へ
ば
、
其
の
非
凡
な
る
を
知
る
ぺ
く
、
長
十
る
に
及
ん
で
、
自
ら
具
足
戒
を
棄
拾
し
、
体
験
を
重
ん
じ
親
し
〈
努

役
を
執
り
・
大
惜
の
下
沙
捕
の
上
に
居
し
て
、
常
に
頭
陀
乞
食
し
、
日
に
止
に
一
食
を
執
り
、
且
つ
法
華
の
常
不
軽
菩

薩
に
法
り
、
そ
の
路
を
行
〈
に
男
女
を
問
は
や
、
老
若
貴
賎
を
隔
て
令
、
穂
拝
讃
歎
し
た
の
で
あ
っ
た
。
に
め
に
時
人

そ
の
徳
を
慕
ひ
、
蹄
依
追
随
す
る
も
の
甚
に
多
か
っ
た
。
こ
れ
建
に
道
宣
が
「
高
借
侍
」
に

及
ニ
履
ν
道
弘
護
－
識
悟
倫
遇
、

博
渉
二
経
論
一
情
理
退
皐
。

以
ν
時

勘
ν
致、

以
ν
病

験
ν
人。

謹
ニ
濁
見
之
明
－
、

額
話
路
之
跡
一
、

先

奮

一

義

解

翻

野

不
ν
同
。
（
全
上
）

13 

ご
記
せ
る
如
く
、
彼
は
官
時
の
悌
教
の
常
習
を
超
越
し
て
、
濁
自
の
見
地
－
L
立
ち
て
、

A
1
や
末
法
漉
季
の
時
さ
な
し
て

民
族
的
悌
致
在
家
偽
数
少
』
鼓
吹
し
た
。
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偽
滅
千
年
後
の
信
行
を
し
て
、
斯
く
あ
ら
し
め
た
の
は
、
買
に
彼
が
末
法
思
想
の
確
信
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
斯
〈

て
彼
は
遂
に
一
切
経
中
に
於
て
、
時
機
相
臆
の
悌
教
を
主
張
し
、
「
野
根
起
行
之
法
」
三
十
余
容
「
三
階
働
法
」
四
容
等

を
出
し
て
、

一
種
の
致
外
別
停
ご
稿
す
べ
き
、
普
法
を
唱
へ
、
普
異
の
路
を
啓
き
、
生
宮
の
眼
目
を
開
き
、
五
十
五
歳

仁
し
て
異
寂
寺
仁
於
て
入
寂
し
た
。
「
績
借
侍
」
五
十
四
歳
仁
作
る
も
、
碑
文
等
に
依
て
五
十
五
ご
改
む
べ
き
で
あ
る
。

彼
に
従
へ
ば
摩
耶
経
大
集
経
等
に
依
て
、
文
嘗
義
嘗
の
刊
を
以
て
、
悌
滅
一
千
年
以
後
を
以
て
末
法
法
滅
ご
し
、
嘗

時
は
一
切
の
聖
人
、
利
根
異
善
正
見
の
凡
夫
な
く
、
唯
破
戒
利
根
室
有
見
の
衆
生
の
み
な
れ
ば
、
悌
殺
に
於
て
三
階
の

別
を
立
て
、
就
中
第
一
第
二
階
の
一
乗
一
一
一
乗
の
機
で
な
〈
、
嘗
今
末
世
の
衆
生
は
唯
第
三
階
の
普
法
に
依
て
の
み
、
解

肢
を
符
べ
し
ご
主
張
し
た
。

斯
の
如
く
一
一
一
階
悌
法
ご
は
、
第
一
階
を
一
乗
敬
、
第
二
階
を
コ
一
乗
致
、
第
三
階
を
普
法
又
は
普
数
ご
い
っ
て
、
是
を

数
と
時
ご
蕗
ご
人
即
ち
機
ご
に
配
し
て
、
第
三
階
の
普
法
を
以
て
末
法
偽
敬
ご
し
に
の
で
あ
る
。
若
し
時
に
就
て
見
れ
ば

悌
後
最
初
の
五
百
年
は
一
一
明
大
純
の
衆
生
、
第
二
の
五
百
年
は
一
切
坐
暗
の
衆
生
、
即
ち
悌
後
千
年
間
は
一
一
切
利
根
異

善
正
見
成
就
の
聖
人
の
、
悌
数
修
行
時
代
で
め
る
o
然
る
に
千
年
以
後
は
末
法
五
濁
で
、
塞
人
な
く
、

一
切
接
見
有
見

破
戒
の
衆
生
の
み
な
る
故
に
、
第
三
階
の
普
法
に
依
ら
ね
ば
解
脱
は
な
い
の
で
め
る
o

若
し
庭
に
就
て
も
同
様
で
、
諸
備
の
揮
土
に
は
第
一
階
の
一
乗
を
説
く
ぺ
き
も
、
積
土
に
於
て
は
一
乗
に
於
て
、
一
一
一



乗
ご
分
別
し
て
設
か
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
更
仁
戒
見
ま
で
破
す
る
械
土
に
於
て
は
．
第
三
階
の
普
法
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
c

又
人
即
も
機
に
就
て
は
、
最
上
利
根
の
人
仁
は
、
華
厳
法
華
等
の
一
乗
敢
を
設
く
べ
き
も
、
若
し
利
根
正
見
の
三
乗
の

人
に
は
、
第
二
階
の
三
乗
数
を
設
き
、
正
見
戒
見
倶
に
破
す
る
、
顛
倒
の
衆
生
を
第
三
階
普
法
の
機
ご
す
る
の
で
め
る

四

斯
の
如
く
時
ご
蕗
ご
人
さ
の
上
か
ら
見
て
、
偽
後
千
歳
後
の
裟
婆
世
界
は
、
時
は
末
法
に
属
し
、
蕗
は
職
土

rか
ら

断
じ
て
第
一
第
二
階
の
人
な
く
、
戒
見
倶
破
の
悪
業
の
衆
生
の
み
だ
か
ら
、
第
三
階
の
普
法
な
ら
．
ぎ
る
べ
か
ら
や
ご
い

ふ
ゆ
が
、
三
階
偽
法
の
根
本
主
張
で
あ
る
。

然
ら
ぱ
第
三
階
の
普
法
ご
は
何
ぞ
ご
い
u

ふ
に
、
普
法
さ
は
普
異
普
正
の
働
法
の
意
で
、
末
法
第
三
階
の
機
は
利
根
な

る
も
戒
見
倶
破
の
人
で
あ
る
か
ら
、

一
一
燕
及
び
三
乗
の
敢
に
劃
し
て
、
高
下
浅
深
是
非
を
論
や
や
，
、
普
偏
一
安
官
即
も
普

異
普
正
の
見
を
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
諸
の
賢
豊
中
並
に
一
切
の
凡
夫
に
費
し
て
、
勝
劣
優
劣
の
見
を
な
さ
泊
を
い
ふ
の

で
め
る
。
即
ち
法
華
、
華
巌
、
担
挺
等
の
諸
経
は
、
第
一
第
二
階
の
正
見
具
足
の
人
に
劃
す
れ
ば
、
別
異
別
正
の
数
法

で
、
正
見
具
足
の
時
蕗
の
人
に
は
、
之
を
修
行
す
る
二
三
に
依
て
解
脱
を
得
る
が
、
若
し
第
三
階
邪
見
の
人
に
於
て
は

三
乗
一
乗
の
偏
執
を
生
じ
、
愛
情
の
念
を
起
し
て
、
三
賓
を
投
損
し
、
詩
法
の
重
罪
を
犯
し
、
永
〈
生
死
に
沈
倫
す
る

15 

故
に
、
我
等
末
法
械
土
邪
悪
の
人
は
、
第
三
階
の
普
法
を
以
て
の
み
得
股
す
ご
設
く
の
で
あ
る
。

顧
ふ
に
信
行
は
所
謂
第
三
階
の
普
法
を
唱
へ
て
、
法
華
常
不
軽
の
轍
を
踏
み
一
切
の
有
情
を
鵡
奔
し
、
自
ら
慣
行
を
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捨
て
、
非
併
非
抄
掬
非
俗
吾
組
の
所
謂
「
禿
居
士
」
（
忠
持
経
事
ト
匹
）
ざ
な
っ
て
、
第
三
階
の
悌
法
を
唱
導
し
た
の
で
め

っ
た
。
故
に
嘗
時
そ
の
曾
下
に
集
る
も
の
三
百
余
人
、
河
東
の
斐
玄
語
、
化
度
寺
の
借
色
、
北
明
寺
の
慧
了
、
慈
門
寺

の
本
梼
、
孝
慈
、
慈
悲
寺
の
紳
肪
等
は
そ
の
上
首
で
あ
っ
た
。

五

都
っ
て
嘗
時
の
敬
界
は
、
恰
も
南
三
北
七
等
の
諸
家
、
各
々
そ
の
数
剣
を
か

e
さ
し
て
、
蘭
菊
そ
の
美
を
競
ひ
、
他
義

を
庇
し
自
流
を
褒
め
、
徒
ら
に
形
式
に
走
、
り
、
彼
此
の
是
非
を
詩
論
す
る
の
み
で
、
宗
致
的
質
践
の
見
る
J

べ
き
も
の
は

無
か
っ
た
。
此
に
於
て
か
信
行
は
、
悌
散
の
根
本
精
神
に
立
も
、
時
弊
を
救
は
ん
が
た
め
に
、
普
異
普
正
の
普
法
を
以

て
立
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
新
の
如
（
信
行
の
主
張
は
、
時
弊
を
救
梼
す
る
所
以
の
、
異
心
に
外
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
ニ

階
数
の
興
隆
は
、
嘗
時
の
三
論
、
天
台
、
華
巌
等
の
殺
事
さ
相
容
れ
守
、
た
め
に
政
府
並
に
一
部
の
悌
致
徒
よ
り
、
屡

々
迫
害
を
蒙
り
、
信
行
寂
後
七
年
即
も
閲
皇
二
十
年
（

0
8）
陪
の
文
帝
の
禁
断
を
初
め
ご
し
て
、
武
周
の
則
天
武
后
の

爾
度
（

S
F
S＠
）
の
績
片
、
並
に
玄
宗
の
禁
断
（
4
M
O
）
に
過
っ
た
が
、
執
れ
の
宗
教
も
有
す
る
如
〈
、
迫
害
に
依
て
愈

々
数
光
を
接
揮
し
、
民
族
的
宗
教
ご
し
て
諸
宗
の
聞
に
、
陰
然
た
る
勢
力
を
な
す
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る

G

且
っ
そ
の
末

流
は
速
く
唐
末
宋
初
に
及
び
、
そ
の
史
料
に
乏
し
い
が
、
三
百
年
乃
至
四
百
年
の
歴
史
を
有
す
る
の
で
あ
る
ロ

斯
〈
て
支
那
傭
数
史
上
、
正
し
〈
三
階
敢
に
劉
抗
し
た
も
の
は
、
奇
艇
に
も
華
巌
天
台
等
の
如
き
一
乗
宗
で
は
な
〈

て
、
そ
の
数
義
に
於
て
、
鰐
叉
内
容
形
式
に
於
て
最
も
類
似
し
た
、
滞
土
系
統
に
あ
り
し
こ
ご
は
、
珍
ご
す
る
に
慣
す



る
の
で
め
る
D

即
ち
慈
恩
の
「
西
方
要
決
」
、
懐
戚
の
「
樗
土
群
疑
論
、
道
鏡
の
「
念
悌
観
」
等
こ
れ
で
め
る
。
就
中

懐
戚
の
「
群
疑
論
」
は
、
逆
誘
取
捨
、
三
味
成
不
、
普
別
正
否
、
経
道
滅
輩
、
念
偽
救
不
等
の
数
十
項
に
捗
り
、
そ
の

攻
撃
微
に
入
り
細
を
穿
て
る
も
古
い
ふ
べ
き
で
め
る
。

－‘・，、

信
行
は
一
乗
隆
盛
の
時
に
嘗
っ
て
、
漏
り
諸
経
無
盆
を
主
張
せ
し
故
で
あ
ら
う
か
、
嘗
時
の
高
待
中
に
於
て
、
そ
の

段
春
の
懸
隔
信
行
の
如
き
は
未
だ
見
ぬ
の
で
あ
る
o
即
も
碑
文
に
は
そ
の
徳
を
讃
し
て
、
「
慈
悲
勝
二
於
稗
迎
－
、
智
慧
過
ニ

無
量
寄
L
ご
レ
ひ
、
叉
そ
の
敬
法
を
歎
じ
て
は
「
優
曇
可
ν
逢
斯
賓
観
ν
泡
」
吉
、
常
信
斯
の
如
き
あ
る
か
ま
い
へ
ば
、

堕
獄
蛇
身
を
以

τ誹
議
し
・
庇
尽
し
た
の
で
あ
っ
た
。
懐
信
の
「
自
鏡
録
」
上
に

紳
都
幅
先
寺
借
某
乙
、
於
二
時
中
－
忽
然
命
格
。
途
於
二
業
道
中
司
見
下
信
行
鵡
鯖
作
ニ
大
蛇
身
－
、
遁
身
総
是
ロ
ヘ
叉

事
一
一
三
階
人
－
死
者
、
入
ニ
此
蛇
身
口
中
－
莫
ν
知
＝
去
慮
、

（
正
臓
虫
｜
∞

g）

さ
は
そ
れ
で
め
る
む

然
れ
ざ
も
そ
の
遺
敢
に
就
て
は
、
唐
の
徳
宗
貞
元
十
一
年
（
4
C
O
）
に
、
西
明
寺
の
国
照
は
奏
し
て
「
碑
表
集
」
五
港

を
入
臓
し
、
尋
で
十
六
年
に
は
遂
に
栽
し
て
、
「
三
階
集
録
」
三
十
九
部
四
十
四
容
を
、
大
藤
中
に
編
入
し
た
c

こ
れ
蓋

17 

し
三
階
数
の
勢
力
、
那
遁
に
あ
る
や
釦
る
べ
き
で
あ
る
。
斯
く
て
此
等
の
中
現
存
せ
る
は
、
「
三
階
備
法
」
問
答
。
「
明
大

乗
無
蓋
法
臓
」

一
容
の
外
、
大
英
博
物
館
に
於
け
る
ス
タ
イ
シ
蒐
集
の
十
四
断
片
。
巴
里
闘
民
博
物
館
所
臓
の
ペ
リ
オ
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蒐
集
の
五
断
片
、
此
外
京
都
の
富
岡
家
臓
の
一
断
片
等
で
あ
る
。
而
し
て
此
等
は
全
部
、
矢
吹
博
士
の
「
三
階
敬
之
研

究
」
の
怒
末
じ
．
「
脳
健
出
土
＝
一
階
数
残
容
」
ご
し
て
載
せ
ら
れ
て
居
る
3

七

上
越
の
如
く
三
階
数
は
、
早
〈
陪
時
代
じ
於
て
、
末
法
悌
数
在
家
悌
敢
を
主
張
し
た
も
の
で
、
そ
の
思
想
内
容
並
に

形
式
の
上
に
於
て
、
勿
論
純
雑
危
細
の
別
は
あ
れ
、
我
鎌
倉
期
に
於
け
る
末
法
悌
数
た
る
、
津
土
数
並
に
五
口
組
の
教
義

に
封
し
、
そ
の
類
似
点
は
蓋

L
一
一
一
一
一
に
は
止
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
就
中
ぞ
の
根
本
思
想
は
、
正
像
末
三
時
の
廃
立
で
め
る
。

そ
の
他
人
即
も
機
の
剣
め
る
も
、
斯
の
如
き
約
時
約
人
を
内
容
さ
す
る
・
第
一
第
二
階
を
正
像
の
別
法
ご
し
、
第
三
階

の
末
法
は
普
法
普
散
の
偽
数
ざ
す
る
の
で
あ
る
o

普
別
二
法
の
思
想
に
就
て
は
、
曾
て
道
忠
が
「
詳
疑
論
採
要
記
」
ム
ハ
に

三
階
集
録
の
蕗
々
に
普
別
二
法
を
明
す
さ
雄
も
、
文
義
幽
隠
に
し
て
是
非
地
無
〈
、
唯
須
〈
普
別
の
文
を
編
綜
し
て

後
昆
に
備
ふ
ぺ
し
。
愚
推
の
及
ぶ
所
少
々
料
簡
を
加
へ
、
遣
を
曾
す
ま
雌
も
、
量
ご
な
す
に
足
ら
守
口

（
揮
土
宗
全

書
六
、
二
九
七
）

J

」
い
へ
る
如
〈
、
全
く
コ
一
階
偽
法
濁
特
の
用
語
で
ゐ
っ
て
、
そ
の
概
念
－
容
易
に
把
持
し
難
き
も
の
が
あ
る
G

之
に
就
て

は
「
針
根
起
行
法
」
の
断
片
仁
、

一
切
法
壷
を
明
す
下
、
普
想
大
乗
法
を
設
レ
て

莫
ν
間
三
外
経
内
経
由
、
不
ν
作
コ
高
下
心
－
、
持
レ
除
二
分
別
病
｝
故
、
普
作
－
一
大
乗
解
一
（
コ

J

階
敬
之
研
究
、
別
録
一
二
一
）



ざ
い
ふ
に
見
れ
ば
、
且
ら
〈
大
乗
の
敢
に
就
て
も
、
内
外
の
分
別
も
無
用
で
あ
れ
ば
、
勝
劣
浅
深
の
分
別
も
不
可
で
あ

る。
叉
そ
の
弐
下
に
鶴
一
一
切
法
識
を
明
す
に
、
内
経
に
就
て
一
に
経
容
法
、
二
に
極
重
悪
法
、
コ
一
に
世
間
之
法
、
同
に
邪

善
働
法
、
五
に
十
二
楠
邪
見
成
就
衆
生
所
締
法
、
六
に
十
二
穂
正
見
成
就
衆
生
所
師
法
、
七
に
一
切
諸
悌
菩
薩
膳
設
定

見
有
見
法
、
入
に
普
想
大
乗
法
の
入
棺
を
翠
げ
て
居
る
o
是
等
の
入
縄
説
れ
に
就
て
も
、
高
下
勝
劣
の
分
別
を
な
き
ば

こ
れ

E
像
の
別
法
で
あ
り
、
末
法
に
普
法
に
費
し
て
説
法
を
成
や
る
の
で
あ
る
o

八

今
夏
に
準
え
で
一
乗
三
乗
の
働
法
の
一
上
仁
於
て
普
別
二
法
を
解
せ
ば
、

一
乗
の
思
想
は
普
法
に
官
り
、
一
二
乗
の
思
想

は
別
法
に
営
る
の
で
あ
る
o

即
も
普
法
ご
は
一
一
束
に
ま
れ
、
三
乗
に
ま
れ
、
各
法
営
分
に
於
て
絶
艶
債
値
を
認
め
、
他

ご
相
劃
し
て
何
等
浅
深
高
下
を
判
祢
」
ぬ
の
で
あ
る
。
之
に
劃
し
て
別
法
ご
は
、
三
乗
嘗
分
に
が
、
て
も
、
各
々
の
別
異
勝

劣
を
立
て
、
叉
他
の
一
一
燕
に
封
し
で
も
一
一
二
の
高
下
を
剣
や
る
の
謂
で
め
る
。
故
に
普
法
さ
は
回
融
相
輔
の
立
で
あ
り

別
法
三
は
隔
歴
不
融
の
意
で
あ
る
o

即
も
普
法
ご
は
一
切
の
致
法
に
劃
し
て
、
高
下
優
劣
を
超
越
し
た
、
法
事
所
謂
開

曾
思
想
に
立
も
て
の
、
諸
法
の
絶
封
的
債
値
批
剣
を
い
ひ
。
別
法
さ
は
之
に
費
し
て
、
相
野
的
慣
値
批
剣
の
謂
で
あ
る

19 

随
っ
て
常
時
南
三
北
七
等
の
偽
数
数
剣
は
、
説
れ
も
相
野
的
債
値
批
剣
の
教
剣
で
、
普
別
二
法
を
以
て
諸
法
を
剣
や
る

二
階
敬
三
相
容
れ

5
る
も
の
で
あ
る
。
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き
れ
ば
信
行
に
随
へ
ば
、
営
時
は
末
法
普
法
の
時
な
る
故
に
、
法
華
華
厳
等
の
一
乗
数
乃
至
浄
土
の
念
悌
等
は
、
説

れ
も
相
封
殺
到
に
依
る
別
法
な
る
故
に
無
盆
で
あ
る
o

一
法
に
執
性
ぎ
る
針
根
起
行
即
ち
時
機
相
臆
の
普
法
の
み
盆
め

り
て
、
除
は
総
て
相
針
的
別
法
な
る
故
に
、
無
盆
否
諒
法
な
り
さ
い
ふ
の
で
あ
る
o

九

斯
の
如
〈
普
法
に
立
も
て
、
別
法
を
庇
す
る
こ
さ
は
、
他
の
末
法
悌
数
中
浄
土
教
に
於
て
、
法
然
が
念
悌
一
行
を
取

っ
て
、
他
を
捨
閉
欄
拘
Z
剣

ι、
五
口
組
が
法
華
経
以
外
の
信
仰
を
指
し
て
、
誘
法
ご
な
す
ご
頗
る
似
た
る
も
の
が
め
る
。

然
る
に
普
法
は
こ
れ
等
三
大
に
そ
の
趣
を
具
に
し
、
「
教
捕
々
費
な
れ
ば
位
捕
下
り
」
ご
い
ひ
、
「
高
山
の
水
は
幽
谷
を
穿

も
、
最
高
の
数
は
下
機
を
救
一
ふ
」
ご
は
、
普
法
以
外
の
末
法
悌
殺
の
通
格
で
あ
る
o

然
り
三
階
悌
法
は
之
に
反
し
・

上
好
悌
法
（
一
乗
等
）
不
ν
生
ニ
於
道
－
、
下
惑
働
法
（
普
法
）
乃
有
－
道
生
一
（
針
根
起
行
法
、
別
録
一
五
一
）

ざ
い
へ
り
c

即
も
末
法
は
生
首
衆
生
の
下
機
な
る
故
に
、
至
極
の
致
法
を
用
ゆ
ぺ
き
に
、
上
好
備
法
の
一
乗
等
を
以
て

無
盆
ご
い
ふ
は
、
末
法
は
第
三
階
の
生
白
衆
生
の
故
で
あ
る
o

信
行
は
之
を
説
明
す
る
に
、
好
菜
ご
肥
料
さ
の
警
を
以
で
し
た
。
即
も
好
菜
を
取
ら
ん
さ
し
て
、
金
銀
七
賓
の
糞
を

以
て
肥
料
三
し
で
も
好
菜
は
得
ら
れ
ぬ
。
矢
張
尿
糞
の
肥
料
に
し
て
、
よ
く
好
菜
を
得
ご
一
般
で
あ
る
ま
、
巧
み
な
る

説
明
を
試
み
て
居
る
。
即
も
末
法
生
官
の
衆
生
に
は
、

一
一
束
三
棄
の
別
法
は
無
用
で
あ
る
。
唯
時
機
相
臆
の
普
法
の
み

を
用
ゆ
べ
し
さ
い
ふ
の
で
あ
る
。



吾
人
は
此
に
於
て
、
五
口
組
の
「
四
信
五
品
紗
L

仁
於
け
る
、
唱
題
の
利
益
の
問
答
を
想
ひ
出
さ
や
に
は
居
ら
れ
ぬ
。

問

不
ν
知
－
一
其
義
一
人
、
喰
唱
一
一
南
無
妙
法
蓮
華
経
－
具
ニ
解
義
功
徳
云
円
。

答

小
見
合
L

乳
不
ν
知
ニ
其
味
－
自
然
盆
ν
身
、
者
裟
妙
襲
誰
弊
服
ν
之（ト
1

）

さ
レ
へ
る
は
、
五
口
組
数
剣
に
於
t
は
法
華
濁
一
成
悌
を
主
張
し
、
除
他
の
諸
経
を
以
て
悉
く
誘
法
ご
剣
十
る
も
、
末
法

一
同
の
行
法
た
る
受
持
一
行
に
至
つ
て
は
、
乳
の
警
守
以
て
せ
る
は
、
殺
到
の
意
に
矛
盾
す
る
を
畳
・
ね
る
の
で
め
る
。

吾
人
は
今
の
筑
喰
ご
肥
料
鴨
さ
を
比
し
て
、
普
法
ご
題
目
ご
の
聞
に
、
何
等
か
超
数
剣
の
宗
致
的
意
味
の
、
共
通
点
の

あ
る
、
」
さ
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
c

。

矢
吹
博
士
は
「
三
階
敬
之
研
究
」
に
於
て
、
三
階
数
ご
吾
宗
ご
を
比
較
し
て

唯
三
階
数
は
未

r、
天
ム
ロ
華
巌
の
数
理
を
知
ら
す
、
密
教
の
事
相
を
知
ら
5
hし
か
ば
、
車
に
経
文
の
羅
列
に
移
り

し
も
、
若
し
三
階
数
に
し
て
、
天
台
の
十
界
互
具
、
書
量
本
働
、
性
具
性
悪
の
諸
説
を
知
ら
し
め
、
般
に
密
教
蔓
茶

羅
の
思
想
を
加
味
し
て
、
試
に
普
偽
昼
茶
羅
を
描
か
し
め
ん
か
、
界
寸
界
勧
誘
の
受
茶
羅
に
、
島
万
髭
た
る
も
の
た
り

し
は
、
蓋
し
想
像
に
難
か
ら
十
c

（
五
入
七
）

21 

Z
の
記
事
を
見
や
さ
も
、
五
日
が
宗
徒
ご
し
て
誰
が
そ
の
形
式
上
に
於
け
る
共
通
点
の
み
な
ら
歩
、
不
軽
繕
昭
の
事
賞
に

於
て
、
諸
宗
迫
害
の
歴
史
に
於
て
、
相
類
似
せ
る
に
驚
か
や
に
居
ら
れ
よ
う
c
併
し
六
高
九
千
三
百
入
十
四
字
よ
り
な



22 

る
、
法
事
の
一
部
入
港
は
五
宇
七
字
の
一
題
目
に
結
蹄
す
る
ま
で
に
は
、
二
千
数
百
年
の
思
想
史
の
内
容
が
め
る
c
此
の

内
容
た
る
思
想
史
の
研
究
が
、
五
口
組
数
皐
の
杢
背
設
で
ゐ
る
o

き
れ
ば
宗
皐
の
完
全
な
結
論
は
、
そ
の
内
容
を
明
瞭
に

す
る
に
非
ら
、
ざ
れ
ば
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
る
o

斯
る
見
地
に
立
っ
た
時
、
五
日
人
は
望
洋
の
戚
に
打
た
る
ー
が
、
何
ご
い
v

つ
で
も
宗
皐
の
根
本
思
想
は
、
法
華
経
に
披

つ
七
天
台
思
想
で
め
り
、
五
綱
数
列
は
そ
の
思
想
的
師
を
三
階
敢
に
認
め
、
こ
の
内
面
的
費
蓬
ご
、
題
目
の
行
相
ご
は

之
を
浮
土
敢
に
見
、
若
し
行
門
た
る
三
秘
の
展
開
に
至
つ
て
は
、
真
言
密
教
の
三
密
を
離
れ
て
は
、
そ
の
行
相
は
勘
b

ら
れ
向
。
即
も
三
和
展
開
に
封
し
て
、
興
一
一
一
ロ
密
致
の
洗
搬
を
認
め
し
以
上
、
吾
人
は
慈
弦
智
読
安
然
等
の
、
所
謂
獅
子

身
中
の
虫
も
亦
、
宗
皐
展
開
へ
の
思
想
史
か
ら
見
れ
ば
、
善
知
識
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
斯
く
大
成
さ
れ
た

吾
姐
の
力
は
、
買
に
内
相
承
の
備
智
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ら
う
o

更
に
進
ん
で
吾
組
の
観
た
三
階
数
は
果
し
て
如
何
ご
い
ふ
に
、
信
行
が
普
法
以
外
の
働
法
を
以
て
、
悉
く
別
法
ご
し

誘
法
ざ
し
た
の
さ
逆
の
筆
法
を
以
て
、
法
華
に
劃
し
て
三
階
描
師
を
以
て
、
諒
法
の
徒
ご
し
た
ご
は
、
五
口
組
の
三
階
悌

法
観
で
あ
る
。

吾
組
の
遺
文
中
三
階
敢
に
閲
す
る
記
事
は
、
概
ね
左
の
諸
妙
で
あ
る
o

〈
一
）
「
聖
愚
問
答
紗
」
正
式

文
永
二
年



合
乙
「
撰
時
紗
」
一
一
一
じ

建
治
元
年

（
三
）
「
下
山
御
消
息
」
む

建
治
三
年

（
四
）
「
曾
谷
二
郎
入
道
殿
御
報
」
お

弘
安
四
年

此
等
中
（
一
）
以
外
は
説
れ
も
佐
後
の
御
書
で
あ
る
。
（
一
）
も
文
永
二
年
ざ
す
る
は
、
「
日
明
目
録
」
の
説
で
、
「
境
妙

庵
目
録
」
は
弘
安
四
年
ご
す
る
し
、
且
つ
本
秒
は
日
持
聖
人
の
筆
に
成
っ
た
も
の
ご
い
へ
ば
、
矢
張
佐
後
ご
見
て
よ
か

ら
う
o

さ
う
す
れ
ば
五
口
組
の
三
階
散
の
破
折
は
大
体
佐
後
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
右
四
秒
に
就
て
見
る
に
、
共
通
の
批
判
は
誘
法
の
一
句
に
壷
き
る
が
、
就
中
（
一
）
（
二
）
（
三
）
の
三
卸
は
共
に

「
大
蛇
ざ
な
り
」
さ
述
べ
て
居
る
。
由
来
吾
組
は
「
下
山
妙
」
仁
「
蹄
宗
の
三
階
信
行
輝
師
：
・
・
・
：
・
」
ご
い
へ
る
如
く
、
三

階
働
法
を
以
て
蹄
宗
の
一
一
蹴
ご
見
ら
れ
七
様
で
あ
る
o

こ
れ
三
階
が
普
法
を
立
て
た
か
ら
で
あ
る
が
、
普
法
・
こ
は
一
一
束

ニ
乗
仁
非
ら
5
る
、
普
異
普
正
の
悌
法
ご
い
ふ
故
に
、

一
定
の
経
典
は
認
め
ぬ
か
ら
、
此
点
か
ら
見
れ
ば
勿
論
時
宗
で

は
な
い
が
、
轄
の
数
外
別
侍
さ
傍
備
に
る
散
で
め
る
。
此
点
を
以
て
吾
組
は
鵡
宗
に
接
し
た
の
で
ゐ
ら
う
が
、
ニ
れ
は

三
階
の
数
書
は
幾
多
の
迫
害
に
依
て
、
数
法
ご
共
仁
煙
滅
し
た
こ
ご
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
潟
に
「
朝
紗
」
一
畑
一
「
健

紗
」
六
（
詰
）
の
如
き
は
、
信
行
寂
後
五
十
八
年
に
寂
し
た
、
躍
の
第
六
組
通
信
雄
師
ご
競
る
じ
至
つ
に
の
で
め
る
。

23 

此
外
（
二
）
（
三
）
は
普
別
の
二
法
に
就
て
誘
法
ご
述
べ
、
（
三
）
（
四
）
は
浄
土
教
の
道
締
善
導
法
然
ご
共
に
、
入
阿

鼻
獄
の
人
ご
判
じ
て
居
る
が
、
此
点
か
ら
見
れ
ば
鵡
宗
に
接
し
つ

3
も
、
向
ほ
浮
土
数
ご
同
じ
く
、
末
法
悌
数
ご
し
て
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取
扱
は
れ
に
・
』
三
が
明
白
で
あ
る
。

今
（
二
）
（
三
）
に
就
て
吾
組
の
三
階
悌
敷
観
を
見
る
に
、
（
三
）
の
「
下
山
鉢
」
に
は

蹄
宗
の
三
階
信
行
蹄
師
は
、
法
華
等
の
一
代
塾
教
を
ば
別
数
ご
下
七
十
c
我
が
作
れ
る
経
を
ば
普
経
ご
山
mm
重
せ
し
故

に
四
依
の
大
士
の
如
く
な
り
し
か

f
も
、
法
華
経
の
持
者
の
優
婆
夷
に
せ
め
ら
れ
て
こ
ゑ
を
失
ひ
、
現
身
に
大
蛇
ご

な
り
、
数
十
人
の
弟
子
を
呑
み
食
ふ
D
i
t
－
－
－
無
間
地
獄
は
ま
ぬ
が
れ
が
た
し
む
（
包
）

ご
述
べ
c

「
撰
時
紗
」
に
は

漢
土
の
三
階
樟
師
の
云
〈
、
数
主
稗
曾
の
法
華
経
は
、
第
一
第
二
階
の
正
像
の
法
門
な
り
o
末
代
の
た
め
に
は
我
が

つ
く
れ
る
普
．
経
な
り
、
法
華
経
を
今
の
世
に
行
壱
ん
者
は
、
十
方
の
大
阿
鼻
獄
に
堕
つ
べ
し
。
末
代
の
根
機
に
め
ら

ぎ
る
ゆ
へ
な
り
ご
申
し
て
、
六
時
の
踏
讃
、
四
時
の
坐
騨
．
生
身
備
の
ご
ご
〈
な
り
し
か
ば
、
人
多
く
曾
み
て
弟
子

高
傍
人
あ
り
し
か
ピ
も
、
わ
づ
か
の
少
女
の
法
華
経
を
よ
み
し
に
せ
め
ら
れ
て
、
官
座
に
は
一
昔
を
失
ひ
後
に
は
大
蛇

ざ
な
り
て
、
そ
こ
ば
く
の
檀
那
弟
子
並
に
少
女
魔
女
等
を
の
み
食
ひ
し
な
り
。

A
1
の
益
口
道
寸
法
然
等
の
千
中
無
一
の
悪

義
も

e

』
れ
に
て
候
な
り
。
（
ン
じ
）

さ
述
べ
て
居
る
が
、
以
上
雨
鉢
の
意
に
依
る
に
信
行
は
、
法
華
等
の
一
乗
散
を
以
て
第
一
第
二
階
の
別
法
、
正
像
の
法

門
を
庇
し
、
且
つ
末
法
は
普
法
の
時
な
れ
ば
、
末
法
の
法
華
経
の
行
者
は
無
間
地
獄
ご
、
逆
の
法
門
を
述
べ
た
故
に
、



却
て
法
華
経
の
行
者
の
少
女
に
責
め
ら
れ
て
、
嘗
座
に
一
背
を
失
ひ
、
現
身
に
大
蛇
ご
な
り
、
弟
子
檀
那
を
食
ひ
遂
に
無

問
地
獄
に
落
も
た
さ
い
ふ
の
で
あ
る
。

吾
組
の
法
華
一
部
末
法
潟
正
の
設
ご
．
今
の
信
行
の
説
ご
は
正
反
射
到
で
ゐ
る
。

此
の
記
事
は
正
し
〈
、
唐
の
懐
信
の
「
稗
門
白
鏡
録
」
上
の
、
「
唐
裏
州
紳
足
寺
慧
眺
諒
一
一
三
論
一
抜
舌
三
尺
事
」
の
下

じ
附
せ
る
、
孝
慈
、
紳
防
、
信
行
の
三
階
諸
蹄
師
の
傍
中
、
孝
慈
、
信
行
、
師
資
の
侍
意
を
取
っ
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

で
め
る
。
即
ち
孝
務
停
に

一
時
在
二
岐
州
－
説
一
一
三
階
備
法
－
、
子
ν
時
有
ニ
優
婆
夷
－
持
ニ
法
華
経
＼
叉
勘
ニ
有
縁
－
、
其
締
師
言
、
設
持
一
一
法
華
経
由
、

不
ν
営
τ
根
機
一
合
入
ニ
地
獄
－
、
優
婆
実
情
中
不
ν
忍
、
接
願
之
時
其
蹄
師
被
ニ
紳
打
－
、
失
昔
不
語
云
々
（
正
競
日
！
∞
。
。

客
引
、
法
華
侍
記
九
引
ご
同
文
－
2
1
C
M）

の
文
ご
、
前
引
信
行
大
蛇
さ
な
る
さ
の
意
を
以
て
記
さ
れ
た
も
の
で
め
る
。

更
に
誘
法
蛇
身
ご
な
る
こ
さ
は
害
時
刷
品
の
備
に
十
四
誘
訟
を
設
レ
て
、
「
若
人
不
ν
信
、
段
ニ
誘
此
経
－
t
i
－
－
－
其
人
命
終

入
ニ
阿
鼻
獄
－
」
ご
述
ぺ
。
更
に
重
詩
法
に
就
て
「
夏
受
＝
麟
身
－
、
業
形
長
大
、
五
百
由
句
、
i
t
－
－
－
諒
一
斯
経
－
故
、
獲
ν
罪

25 

如
ν
是」
Z
設
げ
る
文
意
に
依
て
述
べ
ら
れ
に
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
o

且
つ
吾
組
の
信
行
大
蛇
の
記
述
も
三
鉢
皆
少
異
が

あ
る
。
即
も
「
下
山
紗
」
は
「
こ
ゑ
を
失
ひ
現
身
に
大
蛇
ご
な
り
」
さ
い
ひ
、
「
撰
時
紗
」
は
「
嘗
座
じ
は
一
昔
を
夫
、
後
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に
は
大
蛇
ご
な
り
」

Z
い
ひ
、
「
聖
愚
問
答
紗
」
は
「
大
慢
は
生
れ
な
か
ら
無
聞
に
入
り
J
二
階
は
死
し
て
大
蛇
ご
な
る
」

さ
い
噌
ふ
が
、
こ
れ
は
同
一
事
費
を
通
ぶ
る
に
嘗
っ
て
．
他
の
誘
法
諸
宗
の
組
合
せ
か
ら
来
た
様
で
あ
る
コ
得
も
「
下
山

紗
』
は
異
言
騨
念
備
の
三
宗
じ
附
し
、
『
撰
時
鉢
」
は
善
準
法
然
の
念
備
に
附
し
、
『
聖
愚
問
答
紗
」
は
月
氏
の
大
慢
婆

羅
門
に
附
し
た
故
で
あ
る
。

下

山

鉢

現
身
大
蛇
｜
｜
異
言
蹄
念
悌
の
三
宗
〕

後
に
大
蛇
ー
ー
ー
善
導
法
然
の
念
悌
V

無

関

慢

婆

羅

門

、

撰

時

紗

問

答

診

死
後
大
蛇
｜
｜
大

右
に
見
て
明
な
る
如
く
、
信
行
の
諒
法
に
就
て
現
未
の
二
時
に
於
け
る
時
間
的
の
相
違
は
、
自
ら
誘
法
の
浅
深
を
現
す

も
の
で
、
吾
組
の
誘
法
観
は
異
言
最
も
深
く
、
念
偽
之
に
次
ぎ
、
外
道
又
之
に
次
ぐ
故
で
あ
る
o

而
し
て
若
し
破
折
じ

於
て
は
、
浅
よ
り
深
き
に
及
び
、
佐
前
未
破
商
家
具
言
ご
い
ふ
如
く
、
佐
前
念
悌
佐
後
異
言
の
次
第
め
る
に
見
て
、
い

よ
／
＼
明
か
で
あ
る
D四

上
越
の
意
を
最
も
明
か
に
す
る
も
の
は
、
信
行
に
就
て
最
後
仁
述
べ
た
「
曾
谷
二
郎
入
選
殿
御
報
」
の
記
事
で
あ
る

即
ち
右
に
依
れ
ば
、
響
喰
品
の
「
其
人
命
絡
、
入
ニ
阿
鼻
獄
－
」
の
文
を
出
し
て
、
経
文
に
所
前
「
其
人
ご
は
何
等
の
人

を
指
す
や
」
の
関
に
劃
し
て



実
入
者
指
－
品
等
人
人
一
也
。

彼
震
且
岡
天
台
大
師
者
指
ニ
南
北
十
師
等
一
也
。

此
日
本
悶
侍
致
大
師
者
定
一
一
六
宗
（
商

都
）
人
人
－
也
c

今
日
蓮
指
ニ
弘
法
慈
費
智
諮
問
等
＝
一
大
師
。

並
三
階
道
料
善
導
等
二
去
一
一
其
人
－
也
口
（
お
）

さ
述
べ
ら
れ
た
の
に
見
る
に
、
天
台
傍
数
日
還
さ
正
し
〈
、
法
華
外
相
承
の
師
の
上
に
就
て
之
を
剣
じ
o
天
台
に
封
し

て
は
南
三
北
七
、
侍
敢
に
罰
し
て
は
南
都
六
宗
が
誘
法
堕
獄
の
人
で
あ
る
o

而
し
て
五
口
組
に
聾
し
て
は
、
先
づ
誘
法
の

深
き
よ
り
崩
事
く
れ
ば
、
東
密
の
弘
法
．
台
密
の
慈
畳
智
鐙
の
所
謂
商
家
異
言
の
三
大
師
。
之
に
弐
く
が
支
那
に
於
け
る

三
階
道
料
善
導
の
三
師
で
あ
る
。
且
く
三
階
を
蹄
J

」
見
れ
ば
、
先
づ
異
言
之
に
次
ぐ
か
蹄
念
悌
三
せ
ら
れ
た
の
で
め
る

而
し
て
後
の
三
師
は
佐
前
劃
岐
に
嘗
り
、
先
の
三
大
師
は
佐
後
の
封
破
に
嘗
る
の
で
あ
る
。

今
の
「
曾
谷
紗
』
の
意
を
以
て
、
先
の
三
鉢
を
見
れ
ば
信
行
大
蛇
の
記
述
に
、
浅
深
奥
奪
の
め
る
所
以
自
ら
了
す
ぺ

き
で
あ
ら
う
口
若
し
三
階
働
法
を
評
せ
し
、
五
口
組
の
記
事
が
説
れ
も
佐
後
に
あ
る
こ
ご
は
、
勿
論
三
階
働
法
を
鵡
の
一

仮
吉
見
た
、
陸
門
の
内
容
よ
り
考
へ
得
る
も
、
鵡
宗
般
は
佐
前
の
遁
格
な
れ
ば
、
五
口
組
は
且
ら
く
三
階
を
暗
に
接
し
た

が
、
そ
の
法
義
の
内
容
に
於
て
蹄
滞
土
に
勝
れ
る
、

一
種
の
末
法
偽
敬
子
』
解
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ら
う
口

一五

若
し
右
の
破
折
の
次
第
に
就
て
は
ヰ
撰
時
鉢
」

一
紗
に
就
て
見
る
に
最
も
明
了
で
あ
ウ
て
、
彼
秒
上
容
に
於
て
三
園

27 

悌
数
の
展
開
を
述
べ
終
っ
て

先
づ
三
つ
の
大
事
め
h
i
t－
－
此
の
三
つ
の
わ

F
は
ひ
ざ
は
、
所
謂
念
悌
宗
ご
鵡
ぜ
」
異
言
宗
さ
な
り
、

一
仁
は
念
悌
宗



28 

は
日
本
闘
に
充
満
し
て
四
衆
の
口
遊
ご
す
。
二
に
柿
宗
は
三
衣
一
鉢
の
大
慢
の
比
丘
四
海
に
充
満
し
て
、

一
天
の
明

導
ご
を
も
へ
り
。
一
一
一
仁
真
言
宗
は
又
彼
等
の
二
宗
に
は
に
る
べ
き
も
な
し
o

（一じ）

さ
述
べ
、
下
容
に
三
宗
を
破
折

L
、
最
初
に
念
悌
を
破
し
、
そ
の
最
後
に
於
て
三
階
悌
法
乞
破
し
、

此
等
の
三
つ
の
大
事
は
す
で
に
久
〈
な
b
i
t－
－
こ
れ
よ
り
百
千
高
億
倍
信
じ
が
に
き
、
最
大
の
悪
事
は
ん
ぺ
り
っ
と

さ
て
台
密
の
慈
魔
等
に
及
び
、

日
蓮
は
駒
山
言
鵡
宗
部
土
等
の
元
組
を
三
虫
ご
な
づ
く
、
叉
天
台
宗
の
慈
費
支
然
慧
心
等
は
、
法
華
経
侍
致
大
師
の
獅

子
の
身
の
中
の
三
虫
な
り
（
住
）

ぜ
」
利
一
じ
、
所
謂
三
度
の
高
名
を
述
べ
て
。

此
の
三
つ
の
大
事
は
日
蓮
が
申
し
に
る
に
は
あ
ら
や
、
只
偏
に
稗
迦
如
来
の
御
神
、
我
身
に
の
り
か
わ
せ
給
ひ
け
る

に
や
、
我
身
な
が
ら
も
悦
び
身
に
め
ま
る
o

法
華
艇
の
一
念
三
千
さ
申
す
、
大
事
の
法
門
は
こ
れ
な
り
口
（
ト
一
一
）

さ
結
ば
れ
た
の
に
見
て
、
五
日
組
一
代
の
破
折
の
次
第
は
朗
了
で
あ
る
o

上
来
吾
組
の
三
階
悌
法
観
に
就
て
述
ぺ
た
が
、
最
後
三
階
偽
法
ご
吾
宗
さ
の
関
係
に
就
て
は
、
宗
数
的
立
場
か
ら
、
帰

叉
偽
散
史
上
か
ら
、
更
に
幾
多
の
内
容
的
研
究
を
要
す
る
ご
信
令
る
も
の
で
あ
る
。

困
に
御
遺
文
末
註
中
三
階
働
法
に
闘
せ
し
筒
所
は
左
の
如
し
。

一
、
撰
時
紗
朝
紗

一一（
1
1
M

）
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一
、
健
紗

一
、
啓
蒙

一
、
国
詰

一
、
拾
遺

一
、
考
文

ム
ハ
五
五
（
月
J

一
一
一
一
六
（
ト
加
）

七
一
三
（
上
位
。
）

一一－五（六一一一）

一
、
充
給
関
全
集

一
二
五
（
四
二
）

一
、
本
化
聖
典
大
酔
林 二

回
一
七

一一↑旭川 二
O
E入（心旧）

二

KM

三
一
一
回
二

（
三
、
九
、
一

一
稿
）

.........企』.... ... ... 


